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債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 

 

今般、当社の取引先である株式会社プレジール社に対し、当社が平成 22年 3月 16 日付

で破産手続開始の申立を行ったことに伴い、下記の通り、当該取引先に対する債権につい

て取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．相手方（株式会社プレジール）の概要 

（１） 名称     株式会社プレジール 

（２） 所在地    東京都港区赤坂 4-9-25 

（３） 代表者の氏名 岩本 陽二 

 

２．取立不能または取立遅延のおそれが生じた経緯 

当社は、平成 22年 2月 9日に、当社元取締役による株式会社プレジール（以下「プレジ

ール」）に対する多額資金の不正流用の事実、社内調査委員会による調査結果ならびに第三

者委員会の発足を発表いたしました。（詳しくは 2月 9日発表の「ローソンエンターメディ

ア取締役による不正行為の発覚について」をご覧下さい。） 

この不正流用の結果発生したプレジールに対する債権を確実かつ公正に回収する手段と

して、当社は平成 22年 3月 16 日、破産法 18条に基づき、プレジールに対して破産手続

開始申立を致しました。 

 

３．相手先に対する債権の種類、金額 

求償権 12,729百万円 

 

４．今後の見通し 

上記債権につきましては、回収可能性を精査の上、平成 22年 2月期決算において必要な

引当処理を行いますが、業績予想の修正は現在精査中であり、すでに公表しております通

り、３月中を目処に公表いたします。（詳しくは、３月１１日公表の「ローソンエンターメ

ディア元取締役による不正行為への対応の進捗について」をご覧下さい。） 

尚、今回取立不能あるいは取立遅延のおそれがある債権額は、上記 127億円（平成 22年

3月 16日現在）のほか、本件不正流用に起因し今後発生する債権を加え、合計で最大 150

億円見込まれています。 

以上 


